
山梨県教育委員会ソーシャルメディア運用方針 

 

１ ソーシャルメディア名 

   Twitter（ツイッター） 

 

２ アカウント名 

   yamanashikyoiku 

 

３ URL 

   https://twitter.com/yamanashikyoiku 

 

４ 情報発信の目的 

   山梨県教育委員会ホームページによる情報発信を補完し、県民の教育行政への関心 

を高めること、また、イベントの開催予告やお知らせ、教員選考検査、県立学校入試 

に関する情報など、Twitterの特性を生かした即時的な情報発信を強化し、利用者の情 

報取得の利便性を高めることを目的とする。 

 

５ 情報発信の内容 

   山梨県教育委員会各所属や各県立学校の取組やイベント、教員選考検査、県立学校

入試に関する情報、山梨県教育委員会ホームページ掲載情報等を発信する。 

 

６ 用語の定義 

   Twitterに関する主な用語の定義を次のとおりに定める。 

(1)Twitter：インターネット上で 140文字以内の短い文章を不特定のインターネット 

利用者に公開できる Twitter社が提供しているサービスをいう。 

(2)アカウント：Twitterを設置・運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。 

(3)ツイート：Twitterに記事を投稿する行為及び投稿された記事をいう。 

(4)リプライ：他のユーザーのツイートに返信することをいう。 

(5)リツイート：他のユーザーのツイートを引用してツイートすること 

(6)フォロー：他のユーザーのツイートを受信するように登録することをいう。 

 

７ 運用方法 

   山梨県教育委員会公式 Twitter の運営主体は、山梨県教育委員会教育庁総務課教育

企画室とし、アカウント管理、パスワード管理、ツイートを行う。 

（１）管理者：教育庁総務課教育企画室長 

（２）監督者：教育委員会事務局主幹（教育庁総務課教育企画室室長補佐） 

（３）担当者：教育庁総務課教育企画室 教育政策担当 

（４）情報発信頻度：週１回程度 

（５）対応時間：原則として勤務日の午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

なお、この時間帯以外にも必要に応じて発言を行う場合があります。 



 

８ 留意事項 

（１） 本ツイッターは、情報発信に用いることとするため、原則として、リプライ、

リツイート及びフォローは行わない。 

 ただし、国、他自治体等の公的機関などの関係団体が運用するアカウントにつ

いては、この限りではない。 

（２）  本アカウントは、公共性の高いアカウントを除いて他のアカウントをフォロー

することはありません。 

（３） 原則として、他の利用者に対し「いいね！」ボタンを押すことはありません。 

（４） 山梨県教育委員会の所管する業務に関する意見や問い合わせがある場合は、山

梨県教育委員会各所属へ問い合わせるか、県ホームページのお問い合わせを利用

してください。 

 

９ 運用留意事項 

  本ツイッターの運用に当たっては、次に掲げる事項に留意する。 

（１） 山梨県教育委員会のアカウントであることを証明するため及びなりすましによ

る誤情報の流布を防ぐため、本 Twitter のアカウント名を山梨県教育委員会のホ

ームページ上に明示する。 

（２） アカウントの運用主体及びツイート内容については、本 Twitter がプロフィー

ル欄に明示する。 

（３） 情報は正確に記述する。 

（４） ツイートするリンク先は、本来の URL（ドメイン）が分かるよう、原則として、

URL短縮サービスを利用しない。 

（５） 本 Twitter運用ポリシーは、山梨県公式ウェブサイトに掲載する。 

（６） ツイートする際は、地方公務員法をはじめとする関係法令や職員の職務、情報

の取扱に関する規定を遵守する。 

（７） 意図せずして、教育企画室が発信した情報により、他者を傷つけたり、誤解を

生じさせたりした場合は、誠実に対応するとともに正しく理解されるように努め

る。 

 

１０ 本 Twitterに関する問い合わせ先 

    山梨県教育委員会教育庁総務課教育企画室 教育政策担当 

     電話 055-223-1750 

      e-mail  kyouiku-kikaku@pref.yamanashi.lg.jp 


